
 

令和元年度第３回北広島市国民健康保険運営協議会 

 

日時：令和２年１月２０日（月）午後 6 時～ 

場所：北広島市役所 ３階会議室３Ｄ 

 

 

～ 会議次第 ～ 

 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 審議事項  

 （１）北広島市国民健康保険税率の改定について ～別紙 

 

４ その他 

 

５ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-1　H31年度納付金算定（北海道算定） 北海道において、2回目の仮係数による算定を実施 1-2　検証及び改定案算定（北広島市算定）

※H30.11.14北海道から通知 ※H30.12.5北海道から通知 ※H31.1.11北海道から速報値通知

② ③（①-②） ⑤ ⑥（④-⑤） ⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑫ ⑬（⑪-⑫）

総額 1,275,699千円 0千円 1,240,588千円 6,286千円 1,217,140千円 10,328千円 1,211,635千円 1,173,490千円 23,905千円

被保険者数 12,398人 12,398人 12,398人 12,398人 12,398人 12,398人 12,398人 12,398人 0人

1人当たり 102,896円 0円 100,064円 507円 98,172円 833円 97,728円 94,652円 1,928円

標準割合 北広島市割合 標準割合 北広島市割合 標準割合 北広島市割合

所得割 7.81% 7.65% 7.75% 7.59% 7.68% 7.54% 0.19％ 2.6％

均等割 29,347円 24,194円 29,142円 24,020円 28,985円 23,865円 600円 2.8％

平等割 20,132円 27,289円 19,993円 27,093円 19,885円 26,918円 600円 2.4％

所得割 2.45% 2.50% 2.39% 2.44% 2.34% 2.39% 0.07％ 3.0％

均等割 9,418円 7,068円 9,209円 6,911円 9,024円 6,765円 200円 3.2％

平等割 6,461円 9,344円 6,317円 9,137円 6,190円 8,944円 300円 3.6％

所得割 1.91% 2.01% 1.60% 1.71% 1.77% 1.88% ▲0.17％ ▲7.4％

均等割 9,859円 9,097円 8,430円 7,739円 9,239円 8,497円 ▲500円 ▲5.7％

平等割 5,085円 4,726円 4,348円 4,021円 4,765円 4,415円 ▲400円 ▲8.7％

所得割 12.17% 12.16% 11.74% 11.74% 11.79% 11.81% 0.09％ 0.7％

均等割 48,624円 40,359円 46,781円 38,670円 47,248円 39,127円 300円 0.8％

平等割 31,678円 41,359円 30,658円 40,251円 30,840円 40,277円 500円 1.3％

２-1　Ｒ２年度納付金算定（北海道算定） 一部数値を修正し再計算が行われた。 2-2　検証及び改定案算定（北広島市算定）

※Ｒ1.11.14北海道から通知 ※Ｒ1.11.29北海道から通知 ※Ｒ2.1.15北海道から通知

⑮ ⑯（⑭-⑮） ⑱ ⑲（⑰-⑱） ㉑ ㉒（⑳-㉑） ㉕ ㉖（㉔-㉕）

総額 1,270,063千円 28,210千円 1,200,212千円 35,569千円 1,201,082千円 50,300千円 1,192,000千円 1,136,118千円 16,920千円

被保険者数 11,928人 11,928人 11,928人 11,928人 11,928人 11,928人 11,928人 11,928人 11,928人

1人当たり 106,477円 2,365円 100,621円 2,982円 100,694円 4,217円 99,933円 95,248円 1,419円

標準割合 北広島市割合 標準割合 北広島市割合 標準割合 北広島市割合

所得割 7.89% 7.54% 7.86% 7.55% 7.84% 7.53% 0.04％ 0.5％

均等割 29,465円 23,992円 29,364円 24,022円 29,293円 23,962円 200円 0.9％

平等割 19,479円 27,096円 19,974円 27,130円 19,927円 27,062円 100円 0.4％

所得割 2.52% 2.52% 2.51% 2.52% 2.46% 2.47% 0.14％ 5.7％

均等割 9,687円 7,169円 9,634円 7,163円 9,444円 7,019円 300円 4.7％

平等割 6,403円 9,557円 6,553円 9,550円 6,424円 9,357円 500円 5.8％

所得割 1.85% 2.00% 1.85% 2.00% 1.81% 1.96% ▲0.04％ ▲1.9％

均等割 9,681円 8,845円 9,681円 8,845円 9,503円 8,675円 ▲100円 ▲1.2％

平等割 4,884円 4,440円 4,884円 4,440円 4,795円 4,354円 0円 0.0％

所得割 12.26% 12.06% 12.22% 12.07% 12.11% 11.96% 0.14％ 1.1％

均等割 48,833円 40,006円 48,679円 40,030円 48,240円 39,656円 400円 1.1％

平等割 30,766円 41,093円 31,411円 41,120円 31,146円 40,773円 600円 1.6％

Ｒ１年11月　仮係数

保険税負担

した場合
激変緩和前 激変緩和額

保険税

収納必要額

⑭

1,228,422千円

11,928人

平等割

22％

【賦課割合】所得割の比率を高める

　　　　　　→　低所得者の負担軽減

標準保険税率 改定案税率

応能割

44％

所得割

44％
応能割

46％

所得割

46％

応益割

56％

均等割

39％
応益割

54％

均等割

32％

平等割

17％

㉖/㉕

標準保険税率 Ｒ2年度

改定案税率
Ｒ2-H31 増減率

－

1.5％

1.5％

H31税率による

収納見込み額
不足額

37,500円

38,900円

6,700円

9,100円

2.10%

8,200円

4,200円

11,928人

96,666円

2.58%

22,600円

25,600円

7.68%

12.22%

37,100円

38,300円

増減率

11,928人 11,928人

標準保険税率

104,150円 ▲3,266円102,986円

標準保険税率

医療分

後期分

介護分

合計

12.36%

1,236,651千円

11,928人

103,676円

Ｒ２年1月　確定係数

激変緩和前 激変緩和額
保険税

収納必要額

市町村個別歳出

歳入の加算減算

市積算保険税

収納必要額

1,242,300千円 ▲38,962千円 1,153,038千円

⑳ ㉓

Ｒ1年11月　仮係数(再計算)

激変緩和前 激変緩和額
保険税

収納必要額

⑰ ㉔（㉒+㉓）

合計

標準保険税率 標準保険税率 標準保険税率 H31年度

改定税率
H31-H30 増減率

100,064円 98,679円 98,561円 ▲1,148円 96,580円

医療分

7.64%

22,400円

25,500円

後期分

2.44%

6,400円

8,600円

介護分

2.14%

8,300円

4,200円

2.0％

12,398人 12,398人 12,398人 12,398人 12,398人 －

1,240,588千円 1,223,426千円 1,221,963千円 ▲14,240千円 1,197,395千円 2.0％

H30税率による

収納見込み額
不足額 増減率

① ④ ⑦ ⑩ ⑪（⑨+⑩） ⑬/⑫

保険税

収納必要額
激変緩和前 激変緩和額

保険税

収納必要額

市町村個別歳入

歳出の加算減算

市積算保険税

収納必要額

H30年11月　仮係数1回目 H30年12月　仮係数2回目 H31年1月　確定係数

保険税負担

した場合
激変緩和前 激変緩和額

保険税

収納必要額
激変緩和前 激変緩和額

審議事項（１） 北広島市国民健康保険税率の改定について

保健事業費を一般会計

繰入金で負担することで

1人当たり2,832円減額

軽減対策１

保健事業費を一般会計

繰入金で負担することで

1人当たり3,491円減額

軽減対策１

算定上、Ｈ30の北海道か

らの貸付金に対する償還財

源確保のため、14,334千

円（1人当たり1,202円）

が上乗せされているが、すで

に財源を確保しているため

実際には上乗せ不要。

軽減対策２

市町村個別の歳出歳入の取扱い（㉓）

■全道で積算方法を統一して保険税収納必要

額を算出（㉒）。

⇒市において別途加算減算を実施（㉓）

⇒市積算による保険税収納必要額（㉔）を算

出し、これをもとに改定案税率を算出。

激変緩和措置

【前年度+2％】を

超える分を補てん

（自然増分は対

象としない）

軽減対策（道）

軽減対策２



H28 H30 H30 H31 H31 H31 R2 R2

98,438円

 Ａ

 ⑰ 103,676円

1,495円  D

（96,155円）

 C

 ⑳ 104,150円

1,495円  B

102,655円

激変緩和

㉑ 4,217円

　確定係数

 R2.1.15通知

算定対象年度の

介護被保険者数

の割合により調

整するため、毎

年度変わる。

激変緩和措置

比較対象

 仮係数 　 確定係数 仮係数①

 H30.11.14通知

　 仮係数②

 H30.12.5通知

　 確定係数

  H31.1.11通知

仮係数

 R1.11.29通知

再計算後

　Ｒ２算定時

　90,609円

※H30算定時

　90,731円

　H31算定時

　90,498円

（94,154円）

92,546円   92,546円

（94,154円） （94,154円）

99,199円

102,181円

激変緩和

⑱ 2,982円

（96,155円）

激変緩和

(道) 97,168円
 ⑥ 98,172円

 ⑨ 97,728円

3　1人あたり保険税収納必要額と北海道による激変緩和措置

100,227円
 100,101円

 ③100,064円  ④ 98,679円
⑦ 98,561円

２
％

２
％

自
然
増
6.

71

％

北海道による激変緩和措置

・ 前年度と比較して2％を超える分を都道府県繰入金等により補てん

・ 自然増分は対象としない（保険税負担）

・ H30～R5の6年間の措置（3年ごとに見直し）

5,910円

4,622円

7,555円

1,608円

1,815円
（90,731+2％）

（90,498

+2％+2％）

自
然
増
4.

44

％

⑤ 507円

２
％

【④98,679円】-【⑤507円】

＝【収納必要額⑥98,172円】

【③100,064円】

激変緩和非該当

⑧ 833円

3,574円

（H28×3.95％）

２
％

【⑦98,561円】-【⑧833円】

＝【収納必要額⑨97,728円】

自
然
増
3.

95

％

激変緩和措置の対象外の

額（貸付金償還額、Ｈ29

年度以前の精算分等）

自
然
増
3.

36

％

2,001円

【Ａ 99,199円】+【Ｂ 1,495円】

＝【収納必要額 ⑲100,694円】

3,044円

（H28×3.36％）

２
％

自
然
増
2.

52

％

2,001円

2,283円

（H28×2.52％）

２
％

【C 98,438円】+【D 1,495円】

＝【収納必要額 ㉒99,933円】

4,018円

（H28×4.44％）



（年額）

給与 年金 現行税率
改定案

税率
増減 増減率 現行税率

改定案

税率
増減 増減率 現行税率

改定案

税率
増減 増減率 現行税率

改定案

税率
増減 増減率 超 以下 割合

33万円 98万円 103万円 18,800 19,100 300 1.6% 22,500 22,800 300 1.3% 33,600 34,000 400 1.2% 42,300 42,800 500 1.2% － 33万円 45.0%

40万円 105万円 110万円 38,400 39,100 700 1.8% 46,100 46,700 600 1.3% 64,600 65,400 800 1.2% 79,000 80,100 1,100 1.4%

60万円 125万円 130万円 58,500 59,600 1,100 1.9% 70,500 71,400 900 1.3% 89,000 90,200 1,200 1.3% 103,400 104,800 1,400 1.4%

80万円 145万円 157万円 97,600 99,300 1,700 1.7% 117,600 119,000 1,400 1.2% 113,500 114,800 1,300 1.1% 127,900 129,500 1,600 1.3%

100万円 167万円 183万円 130,300 132,600 2,300 1.8% 157,100 159,000 1,900 1.2% 171,700 173,700 2,000 1.2% 152,400 154,200 1,800 1.2%

150万円 240万円 250万円 180,700 183,900 3,200 1.8% 218,200 220,800 2,600 1.2% 255,300 258,300 3,000 1.2% 255,800 259,000 3,200 1.3%

200万円 312万円 317万円 231,100 235,200 4,100 1.8% 279,300 282,600 3,300 1.2% 316,400 320,100 3,700 1.2% 345,200 349,400 4,200 1.2%

250万円 380万円 383万円 281,500 286,500 5,000 1.8% 340,400 344,400 4,000 1.2% 377,500 381,900 4,400 1.2% 406,300 411,200 4,900 1.2%

300万円 443万円 445万円 331,900 337,800 5,900 1.8% 401,500 406,200 4,700 1.2% 438,600 443,700 5,100 1.2% 467,400 473,000 5,600 1.2%

400万円 568万円 563万円 432,700 440,400 7,700 1.8% 523,700 529,800 6,100 1.2% 560,800 567,300 6,500 1.2% 589,600 596,600 7,000 1.2%

500万円 689万円 681万円 533,500 543,000 9,500 1.8% 645,900 653,400 7,500 1.2% 683,000 690,900 7,900 1.2% 711,800 720,200 8,400 1.2%

600万円 800万円 795万円 634,300 645,600 11,300 1.8% 768,100 777,000 8,900 1.2% 805,200 814,500 9,300 1.2% 834,000 843,800 9,800 1.2%

700万円 911万円 901万円 735,100 748,200 13,100 1.8% 890,300 900,600 10,300 1.2% 923,900 933,000 9,100 1.0% 952,200 955,600 3,400 0.4%

800万円 1,021万円 1,006万円 800,000 800,000 0 0.0% 960,000 960,000 0 0.0% 960,000 960,000 0 0.0% 960,000 960,000 0 0.0%

 ※ 年金収入による所得金額は、65歳未満の方の所得計算により算出。

 ※ 条件：収入は世帯のうち1人のみ。

7割軽減該当範囲

5割軽減該当範囲

2割軽減該当範囲

1.8%

400万円 500万円 0.9%

500万円 －

300万円 400万円 2.4%

100万円 200万円 22.5%

200万円 300万円 7.4%

２人世帯

（介護あり40歳～64歳）

３人世帯

（介護あり2人+介護なし１人）

所得区分別世帯割合

（H30)

33万円 100万円 20.0%

１人世帯

（介護あり40歳～64歳）所得

金額

換算収入（概数）
１人世帯

（介護なし）

4　所得及び世帯人数ごとの保険税額比較

【1世帯あたり被保険者数の構成割合】

1人世帯61％、2人世帯32％、3人世帯5％、4人以上世帯2％


